
【協議事項】 

ア 浜松市文化財保存活用地域計画（案）のパブリック・コメント実

施について

【報告事項】 

ア 中区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり助成事

業」の募集開始について 

令和２年１２月２３日開催 

中区協議会

令和２年度 第８回中区協議会

会議資料



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市文化財保存活用地域計画（案）のパブリック・コメント 

実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇趣旨 

本市の文化財の保存活用に関する方針（マスタープラン）

及び今後 10 年間を目安とした事業計画（アクションプラ

ン）を策定するもの 

〇背景・経緯等 

・平成 31年の文化財保護法改正により、文化財保存活用地

域計画の作成に関する規定がなされたことで、各市町村

に対して、文化財の保存活用について総合的かつ実効性

のある計画作成が求められるようになった。 

・本市では令和元年５月から計画作成に着手し、これまでに

庁内関係各課との調整や、各分野の有識者等からなる策定

検討会での協議・意見聴取を行ってきた。 

・同時に、文化庁との事前協議も行う中で、当計画の国認定

申請に向けた準備を進めている。 

対象の区協議会 全区の区協議会 

内  容 

浜松市文化財保存活用地域計画（案）のパブリック・コメ

ントの実施について、概要を説明するとともに内容を協議す

るもの。 

〇計画（案）のポイント 

①浜松市の歴史文化の特徴（第３章） 

地理的な特性、気風、歴史・文化から注目すべき特徴を取

り上げて、12 項目に整理した。 

②文化財の保存活用に関する取組と事業（第５章） 

本市の文化財の保存活用に関する現状と課題及び方針を

踏まえ、今後進める業務内容（取組）と、個別の取組を推

進するための措置（事業）を示した。 

③文化財の総合的な保存活用（第６章） 

文化財の保存活用事業を総合的かつ重点的に推進するた

め、本市における歴史文化の特徴を踏まえた「関連文化財

群」と「文化財保存活用区域」を設定した。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

今後のスケジュール 

令和３年１月 20日 

令和３年３月 

令和３年６月 

令和３年７月 

意見募集終了（12 月 17 日開始） 

意見募集結果及び市の考え方を公表 

国認定申請 

国認定取得（予定） 

計画策定・公表 

担当課 文化財課 担当者 小松 弓美 電話 457-2466 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

協議－ア 











 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 
中区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」の

提案募集について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

－ 

対象の区協議会 中区協議会 

内  容 

令和３年度中区地域力向上事業「市民提案による住みよい地

域づくり助成事業」の提案募集を 12 月下旬より開始する。

事業及び今後のスケジュールについて報告するもの。 

（スケジュール） 

12 月下旬（予定） 助成事業募集開始 

 1 月 29 日（金） 助成事業募集〆切 

 2 月 12 日（金） 提案事業のヒアリング予定（中区行政 

推進会議） 

 2 月 24 日（水） 中区協議会（意見聴取） 

 3 月(予定) 中区行政推進会議にて採択・不採択の決定 

 4 月(予定) 中区協議会（採択結果の報告） 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

次回、中区協議会（２月）にて、提案の採択・不採択を決定

するにあたり、区協議会の意見を伺う。 

担当課 中区区振興課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

報告－ア 


